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 監理技術者の配置について、実施設計・機

器製作期間と現地工事期間での交代は可能で

しょうか。（専任期間とは、国土交通省監理

技術者運用マニュアルより、現地工事着任期

間と考えております。）また、上記が認めら

れる場合、監理技術者（工場製作期間）選定

についての条件として、 

・工場製作期間での監理技術者の工事実績は

必要でしょうか。 

 

実施設計・機器製作期間と現地工事期間で

の交代は可能としますが、現地工事期間での

監理技術者の交代はやむを得ない事態を除い

て、原則として認められません。やむを得な

い事態の際は、協議により決定するものとし

ます。 

なお、実施設計・機器製作期間の監理技術

者は、現地工事期間での監理技術者と技術力

が同等以上（資格及び実績等）であり、品質

確保等に支障がないものであるとし、協議に

より決定するものとします。 

 


